
令和 7 年 7 月 30 日

 夕 張 市 農 業 委 員 会

 第 １7 回 総 会 議 事 録

JA夕張市 ２階会議室



１．開催時間 13 時 25 分から 13 時 40 分

２．出席委員（農業委員、農地利用最適化推進委員）
(農業委員) （農地利用最適化推進委員）

出欠 出欠
出 出
出 出
出 出
出 出
出 出
出
出

合計出席者数 7 名

３．議事録署名委員

４．事務局出席者
事務局長 地域振興課
事務局次長 地域振興課   朝日 敏光

加藤 竜稀

５．議事

報告第１号  農地法第３条の３の規定による届出書について
報告第２号  農地所有適格法人報告書について
報告第３号  農業経営改善計画の認定について

職名 氏 名 職名 氏 名
会長 板谷 忠弘 推進委員 山崎 雅美

会長代理 ①前田 尚輝 推進委員 新山 稔一
委  員 ②菅原 もと代 推進委員 政氏 登治
委  員 ③清野 治彦 推進委員 百瀬 進
委  員 ④村越 裕一 推進委員 高城 稜
委  員 ⑤豊田 英幸
委  員 ⑥波佐尾 芳和

菅原委員 清野委員

山本 健彦 平井 薫
山口 翼

議案第１号  土地の現況証明願について



【総会議事録】
局長

会長 （挨拶）

議長

議長

局長

議長

事務員

議長

事務員

夕張市農業委員会第１７回総会の開会に先立ちまして、会長からご挨拶をお願いいたします。

行政行事報告について、事務局より報告をお願いします。

（報告）

只今から、夕張市農業委員会第１７回総会を開催いたします。
本日の出席委員は、７名全員出席で農業委員会法２７条第３項の規定に基づき、本総会が成立し
ていることを報告いたします。議事録署名委員は２番菅原委員、３番清野委員にお願いいたしま
す。

何かございますか、なければ、議案第１号土地の現況証明願ついて上程いたします。それでは、
説明お願いいたします。

２ページをご覧ください。議案第１号、土地の現況証明願について、次のとおり申請がありまし
たので本会の決定を求めるものでございます。申請者につきましては、●●●●さんで、申請内
容は地目変更です。土地の所在地は●●●●●番●●、登記簿は●、現況は●●・●●●●●●
●となっております。面積につきましては●●●㎡となっております。今回の申請にあたって農
地法の制限はなく、農業振興地域の区域内となっております。また、都市計画法は区域外となっ
ております。７月２４日に担当委員と事務局で現地調査を実施しまして、今後耕作の見込みが無
いことを確認しております。説明は以上となります。

ただいま、議案第１号土地の現況証明願について説明がありましたが、何かございますか。なけ
れば可決といたします。報告第１号農地法第３条の３の規定による届出書について上程します。
それでは、説明をお願いいたします。

４ページをご覧ください。報告第１号、農地法第３条の３の規定による届出書について、農地法
第３条の３の規定に基づき届出があったので、次のとおり報告いたします。相続が1件ございま
す。次のページをご覧ください。権利を取得したものが●●●の●●●●さんで旧所有者は●●
●●さんです。土地の所在地は●●●●●●番●、●●●番●、●●●番●、●●●番●、登記
簿・現況ともに●、面積は●筆合計●，●●●㎡となっております。権利を取得した日が●●●
年●月●日で、事由は相続です。取得した権利は所有権で、現在の耕作状況は不耕作です。農業
委員会によるあっせん等の希望は無です。所在地については６ページの図面でご確認をお願いい
たします。説明は以上となります。



議長

事務局次長

議長

事務員

議長

７番 板谷 忠弘

議事録署名委員 ２番 菅原 もと代

３番 清野 治彦

２８ページをご覧ください。報告第３号、農業経営改善計画の認定について、夕張市長より農業
経営基盤強化促進法に基づき、農業経営改善計画の認定を受けた認定農業者について通知があっ
たので、次のとおり報告いたします。次のページをご覧ください。件数は１１件で認定番号６－
８、６－９が令和７年３月２０日から、７－１、７－２が令和７年６月１８日から、７－３から
７－９は令和７年６月２６日から５年間でございます。更新の内容となっておりまして経営改善
計画の方向概要、目標達成のための取るべき措置の概要につきましては記載のとおり作成いただ
いておりますのでご確認をお願いいたします。説明は以上です。

令和7年7月30日

議長

ただいま、報告第１号農地法第３条の３の規定による届出書について説明がありましたが、何か
ございますか。なければ承認といたします。報告第２号農地所有適格法人報告書について上程し
ます。それでは、説明をお願いいたします。

７ページをご覧ください。報告第２号、農地所有適格法人報告書について、農地法第６条の第１
項の規定に基づき、提出がありましたので報告するものでございます。報告件数は５件で●●●
●●●●●、●●●●●●●●、●●●●●●●●●●●、●●●●●●●●●、●●●●●●
●●●●でございます。令和６年度の報告内容につきましては、別途提出されている決算内容と
の照合や売上高、農作業への従事など事務局において確認しておりますが、農地所有適格法人と
しての要件を満たしていることを申し添え、報告とさせていただきます。報告は以上です。

ただいま、報告第２号農地所有適格法人報告書について説明がありましたが、何かございます
か。なければ承認といたします。報告第３号農業経営改善計画の認定について上程します。それ
では、説明をお願いいたします。

ただいま、報告第３号農業経営改善計画の認定について説明がありましたが、何かございます
か。なければ、この件については承認といたします。全ての審議がおわりましたが、各委員から
何かございますか。なければ、以上をもって総会を閉会いたします。


